
▽
瑞
宝
双
光
章
（
警
察
功
労
）

　●

大
場
滿
さ
ん
（
雨
間
在
住
）

　●

岡
部
征
次
さ
ん
（
秋
川
四
丁
目
在

　
住
）

　●

木
村
利
一
さ
ん
（
二
宮
在
住
）

　●

森
宏
さ
ん
（
雨
間
在
住
）

▽
瑞
宝
双
光
章
（
消
防
功
労
）

　●

岡
部
哲
夫
さ
ん
（
伊
奈
在
住
）

▽
瑞
宝
単
光
章
（
警
察
功
労
）

　●

藤
田
守
次
さ
ん
（
草
花
在
住
）

▽
瑞
宝
単
光
章
（
消
防
功
労
）

　●

小
池
高
雄
さ
ん
（
二
宮
在
住
）

　
風
し
ん
は
、
免
疫
の
無
い
女
性
が

妊
娠
中
に
感
染
す
る
と
、
赤
ち
ゃ
ん

の
目
や
心
臓
な
ど
に
障
害
が
出
る
先

天
性
風
し
ん
症
候
群
に
な
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
先
天
性

風
し
ん
症
候
群
の
発
生
防
止
を
目
的

と
し
て
、
風
し
ん
抗
体
検
査
費
用

と
、
抗
体
検
査
の
結
果
、
低
抗
体
者

で
あ
る
と
判
明
し
た
方
の
風
し
ん
予

防
接
種
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

▽
対
象
　
い
ず
れ
も
市
内
在
住
で
、

　
妊
娠
を
予
定
ま
た
は
希
望
し
て
い

　
る
19
歳
以
上
の
女
性

　●

抗
体
検
査
…
す
で
に
自
身
で
抗
体

　
検
査
を
受
け
、
低
抗
体
者
と
確
認

　
で
き
る
方
や
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン

　
（
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
含
む
）
を
２

　
回
以
上
接
種
し
て
い
る
方
は
除
き

　
ま
す
。

　●

風
し
ん
予
防
接
種

①
市
の
抗
体
検
査
費
用
助
成
を
受

　
け
、
低
抗
体
者
で
あ
る
と
判
明

　
し
、
接
種
を
受
け
る
方

②
妊
婦
健
康
診
査
で
低
抗
体
者
で
あ

　
る
と
判
明
し
、
出
産
後
速
や
か
に

　
接
種
を
受
け
る
方

③
自
身
で
抗
体
検
査
を
受
け
、
低
抗

　
体
者
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
方

※
低
抗
体
者
と
は
、
検
査
結
果
が
Ｈ

　
Ｉ
法
で
16
倍
以
下
、
Ｅ
Ｉ
Ａ
法
で

　
8.0
未
満
の
方
で
す
。
②
か
③
に
該

　
当
す
る
方
は
、
検
査
結
果
の
写
し

　
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
実
施
期
間
　
５
月
１
日
〜
平
成
27

　
年
３
月
31
日
（
土
曜
・
日
曜
日
、

　
祝
日
を
除
く
）

▽
場
所
　
市
の
指
定
し
た
市
内
の
医

　
療
機
関

▽
助
成
額

　●

抗
体
検
査
…
全
額

　●

風
し
ん
予
防
接
種

＊
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
…
３
千
円

＊
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
…

　
５
千
円

▽
助
成
回
数
　
１
人
１
回

▽
申
込
み
方
法
　
申
込
書
に
必
要
事

　
項
を
記
入
し
、
送
付
す
る
か
直
接

　
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他
　
助
成
決
定
者
に
は
、
助

　
成
券
、
予
診
票
な
ど
を
交
付
し
ま

　
す
。
五
日
市
出
張
所
か
郵
送
で
申

　
請
し
た
方
に
は
後
日
送
付
し
ま

　
す
。

▽
問
合
せ
　
健
康
課
予
防
推
進
係

　
（
直
通
５
５
８
・
１
１
９
１
）

　
市
で
は
、
「
第
５
期
介
護
保
険
事

業
計
画
」
（
平
成
24
年
度
〜
平
成
26

年
度
）
に
基
づ
き
、
平
成
26
年
度
中

に
整
備
を
行
う
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

　
こ
の
公
募
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
と

継
続
性
の
確
保
、
事
業
者
選
定
の
公

正
、
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
行

う
も
の
で
す
。

▽
事
前
相
談
期
間
　
５
月
１
日
（木）
〜

　
16
日
（金）

▽
応
募
期
間
　
５
月
19
日
（月）
〜
６
月

　
18
日
（水）

※
両
期
間
と
も
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

　
日
を
除
く
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

▽
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　●

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

　
（
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同

　
生
活
介
護
を
含
む
）

＊
公
募
数
…
１
か
所
（
定
員
18
人
以

　
内
）

　●

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
介

　
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

　
護
を
含
む
）

＊
公
募
数
…
１
か
所
（
登
録
定
員
25

　
人
以
内
）

▽
応
募
方
法
な
ど
　
窓
口
で
配
布
す

　
る
応
募
要
領
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
高
齢
者
支
援
課
介
護
保

　
険
係

　
市
で
は
、
平
成
26
年
度
か
ら
２
か

年
を
か
け
て
、
「
環
境
基
本
計
画
」

を
改
定
し
ま
す
。
こ
の
計
画
は
、
環

境
基
本
条
例
に
基
づ
き
、
市
の
環
境

の
保
全
、
回
復
と
創
造
に
取
り
組
む

に
当
た
っ
て
の
目
標
や
基
本
的
な
方

向
性
に
つ
い
て
示
す
も
の
で
、
環
境

施
策
の
根
幹
と
な
り
ま
す
。

　
市
民
や
事
業
者
の
皆
さ
ん
の
声
を

反
映
し
た
計
画
と
す
る
た
め
、
計
画

の
検
討
な
ど
を
行
う
市
民
検
討
委
員

会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▽
応
募
資
格
　
市
内
在
住
・
在
勤
で

　
20
歳
以
上
の
方

▽
応
募
人
数
　
４
人
以
内

▽
任
期
　
結
果
を
報
告
す
る
ま
で

▽
会
議
開
催
回
数
　
10
回
程
度

▽
謝
礼
　
年
額
１
万
８
千
円

▽
応
募
方
法
　
５
月
21
日
（水）
（
消
印

　
有
効
）
ま
で
に
、
Ａ
４
用
紙
に

　
「
あ
き
る
野
市
の
環
境
の
現
状
と

　
今
後
の
環
境
行
政
に
必
要
な
こ

　
と
」
に
つ
い
て
１
２
０
０
字
以
内

　
で
ま
と
め
、
日
ご
ろ
心
掛
け
て
い

　
る
環
境
保
全
活
動
の
ほ
か
、
郵
便

　
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
性

　
別
、
電
話
番
号
を
記
入
し
、
持
参

　
か
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
作
文
の
内
容
や
選
考
結
果
は
公
表

　
し
ま
せ
ん
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
環
境
政
策
課

　
環
境
政
策
係
（
〒
１
９
０
―
０
１

　
６
４
　
五
日
市
４
１
１
、
☎
５
９

　
５
・
１
１
１
０
）

　
農
業
委
員
会
委
員
の
任
期
が
、
平

成
26
年
８
月
31
日
（日）
で
満
了
と
な
り

ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
選
挙
管
理
委

員
会
で
は
、
次
の
と
お
り
選
挙
の
日

程
を
決
定
し
ま
し
た
。

▽
告
示
日
　
８
月
14
日
（木）

▽
投
票
　
８
月
21
日
（木）

▽
開
票
　
８
月
21
日
（木）

▽
投
票
で
き
る
方
　
市
内
に
住
所
を

　
有
し
、
年
齢
が
20
歳
以
上
で
、
次

　
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方

　●

10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き
耕

　
作
の
業
務
を
営
む
方

　●

耕
作
の
業
務
を
営
む
方
の
同
居
の

　
親
族
か
そ
の
配
偶
者
で
、
年
間

　
を
通
じ
て
60
日
以
上
耕
作
に
従
事

　
し
、
農
業
委
員
会
で
認
定
さ
れ
た

　
方

　●

平
成
26
年
３
月
31
日
で
確
定
し
た

　
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
に

　
登
録
さ
れ
て
い
る
方

▽
問
合
せ
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

　
局

　
４
月
に
消
費
税
率
が
引
上
げ
ら
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
市
町
村
民
税
（
均

等
割
）
非
課
税
者
と
子
育
て
世
帯
に

対
し
、
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
方

に
は
、
６
月
に
送
付
す
る
市
か
ら
の

通
知
か
児
童
手
当
現
況
届
の
通
知
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
申
請
方
法
な
ど

は
表
の
と
お
り
で
す
。

▽
問
合
せ

　●

臨
時
福
祉
給
付
金
に
関
す
る
こ
と

　
…
生
活
福
祉
課
庶
務
計
画
係

　●

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
に

　
関
す
る
こ
と
…
子
育
て
支
援
課
子

　
育
て
支
援
係

　
障
が
い
が
あ
る
方
の
た
め
に
使
用

す
る
軽
自
動
車
な
ど
に
対
す
る
軽
自

動
車
税
は
、
一
定
の
要
件
に
よ
り
、

申
請
す
る
こ
と
で
免
除
と
な
り
ま
す
。

　
障
が
い
の
等
級
な
ど
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の
　
軽
自
動
車

　
税
納
税
通
知
書
、
交
付
を
受
け
て

　
い
る
手
帳
、
は
ん
こ
、
運
転
免
許

　
証
（
減
免
を
受
け
る
軽
自
動
車
を

　
運
転
さ
れ
る
方
の
も
の
）

▽
申
請
期
限
・
場
所
　
５
月
23
日
（金）

　
ま
で
に
、
課
税
課
市
民
税
係
に
申

　
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他
　
減
免
は
、
障
が
い
者
１

　
人
に
つ
き
１
台
に
限
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
普
通
自
動
車
な
ど
で
減
免

　
を
受
け
て
い
る
方
は
受
け
ら
れ
ま

　
せ
ん
。

▽
問
合
せ
　
課
税
課
市
民
税
係
（
直

　
通
５
５
８
・
１
６
８
２
）

　
付
加
保
険
料
と
は
、
月
々
の
保
険

料
に
４
０
０
円
を
加
え
て
納
め
る

と
、
老
齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が

上
乗
せ
さ
れ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。

▽
対
象
　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

　
者
、
任
意
加
入
被
保
険
者
（
保
険

　
料
の
免
除
な
ど
を
受
け
て
い
る

　
方
、
国
民
年
金
基
金
に
加
入
さ
れ

　
て
い
る
方
を
除
く
）

▽
納
付
方
法
　
申
込
み
を
し
た
月
か

　
ら
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

　
で
き
ま
す
。

▽
持
ち
物
　
年
金
手
帳
、
は
ん
こ

▽
申
込
み
・
問
合
せ

　●

保
険
年
金
課
年
金
係

　●

五
日
市
出
張
所
市
民
総
合
窓
口
係

　
（
申
込
み
の
み
）

　●

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４
２
８

　
・
30
・
３
４
１
０
）

　
一
斉
清
掃
は
、
町
内
会
・
自
治
会

連
合
会
な
ど
の
ご
協
力
に
よ
り
、
皆

さ
ん
の
共
有
財
産
で
あ
る
道
路
、
公

園
や
河
川
な
ど
の
清
掃
を
す
る
活
動

で
す
。
こ
の
活
動
を
通
じ
て
、
緑
と

う
る
お
い
の
あ
る
都
市
環
境
の
保
全

だ
け
で
な
く
、
地
域
の
方
々
の
交
流

も
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
多
く

の
方
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
日
時
　
５
月
25
日
（日）
　
午
前
８
時

　
〜
正
午
（
小
雨
実
施
。
雨
天
の
場

　
合
は
６
月
１
日
（日）
）

※
午
前
７
時
に
防
災
行
政
無
線
で
お

　
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
集
合
場
所
　
各
町
内
会
・
自
治
会

　
ご
と
に
、
決
め
ら
れ
た
場
所
に
集

　
合
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
清
掃
場
所
・
清
掃
方
法

　●

町
内
会
長
・
自
治
会
長
の
指
示
に

　
従
っ
て
く
だ
さ
い
。
各
種
ボ
ラ
ン

　
テ
ィ
ア
団
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町

　
内
会
・
自
治
会
な
ど
の
役
員
の
指

　
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

　●

ご
み
袋
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
袋
を

　
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　●

各
家
庭
の
ご
み
や
粗
大
ご
み
な
ど

　
は
、
絶
対
に
持
ち
込
ま
な
い
で
く

　
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他
　
秋
季
一
斉
清
掃
は
、
11

　
月
30
日
（日）
に
実
施
す
る
予
定
で
す
。

▽
問
合
せ
　
生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

　
サ
イ
ク
ル
係
（
直
通
５
５
８
・
１

　
８
３
０
）

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

　
事
業
者
を
公
募
し
ま
す

農
業
委
員
会
委
員

　
　
　
選
挙
の
お
知
ら
せ

臨
時
福
祉
給
付
金
・

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

　
　
給
付
金
の
お
知
ら
せ

受
け
取
る
年
金
額
が

増
や
せ
る
付
加
保
険
料

制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

障
が
い
が
あ
る
方
な
ど
の

軽
自
動
車
税
が

　
　
　
免
除
に
な
り
ま
す

表　各給付金の概要

支
給
対
象
者

給
付
額

申
請
方
法
な
ど

臨時福祉給付金

※受け取ることができるのは、どちらか１つの給付金です。

子育て世帯臨時特例給付金

　基準日（平成26年１月１日）
における平成26年１月分の児童
手当（特例給付含む）の受給者で
、平成25年の所得が児童手当の
所得制限に満たない方
※対象児童は平成26年１月分の
　児童手当（特例給付含む）の対
　象となる児童。ただし、臨時福
　祉給付金の対象者と生活保護の
　被保護者などは対象外

　基準日（平成26年１月１日）
において、あきる野市に住民登
録のある方で、平成26年度分の
市町村民税（均等割）が課税さ
れていない方
※課税されている方に生活の面
　倒を見てもらっている場合や
　生活保護の被保護者などは対
　象外

対象児童１人につき１万円対象者１人につき１万円
（老齢基礎年金、児童扶養手当
などの受給者には５千円の加算）

　申請は基準日（平成26年１月１日）に住民登録がされている市
区町村になりますが、あきる野市における申請・支給手続きなど
は、６月中旬以降に受付を開始する予定です（公務員に係る子育
て世帯臨時特例給付金の申請については、職場から交付される申
請書や児童手当受給状況証明書を申請時期まで大切に保管してく
ださい）。
　具体的な申請の受付時期や手続き等については、決まり次第、
市の広報やホームページなどでお知らせします。


